
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｋ２－７３ 釣用仕掛け巻き 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ２－７ 一 仕掛け巻き 
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

仕掛け巻き   
D-CLASS8 

定義 

 釣り用仕掛け（＝幹糸(みきいと)・鉤素(はりす)・釣り針・おもりなどを組み合わせて、目的とする魚に応じて

仕立てたもの）を巻き付けて、収納・保管・携帯する用具。  

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

  

 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

  
D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

釣りの仕掛け巻き板   

   

 

C0-33 登録 407237類似 1 
裁縫用糸巻き 

巻き芯に釣り糸を巻き付けて販売される簡易なものは

→Ｆ４－９１１４：包装用巻き芯へ 

裁縫又は手芸用の糸巻きは 

→Ｃ０－３３：裁縫用糸巻きへ。 

登録 1098113号 
釣りの仕掛け巻き板 

登録 1114237号 
釣りの仕掛け巻き板 

登録 1133795号 
釣りの仕掛け巻き 


